
 

〈薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名〉 

 法人の場合、各役員が分掌する業務の範囲を決定した結果、その分掌す

る業務の範囲に、薬事に関する法令に関する業務（薬事に関する法令を遵

守して行わなければならない業務）が含まれる役員が「責任役員」に該当

します。 

 代表者のほか、上記に該当する役員の氏名を列記してください。 


